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労働時間設定改善コンサルタン トの設置について

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 (平成4年法律第 90号｡以下

｢設定改善法｣ とい う｡)が施行 されたことに伴い､労働時間等の設定の改善

に関する相談-の対応や助言 ･指導業務の円滑な運営に資するため､労働時間

改善コンサルタン ト規程を改正 し､新たに､｢労働時間設定改善コンサルタン

ト規程｣(平成 13年厚生労働省訓令第49号)(別添 1)に基づき､都道府県

労働局に労働時間設定改善コンサルタン ト(以下 ｢コンサルタン ト｣ とい う｡)

を設置するので､下記により､その適切な運用を期されたい｡

なお､昭和 63年4月 8日付け基発第 231号 ｢労働時間改善コンサルタン

トの設置について｣は､平成 18年 3月 31日限り廃止する｡

記

1 設置の趣旨

労働者め健康 と生活に配慮するとともに多様な働き方に対応 した労働時間

等の設定の改善に､労使が自主的に取 り組むことを内容 とする設定改善法が

施行され､今後､労使においては､労働時間等の設定の改善について積極的

な取組が求められるものである｡

しかしながら､中小企業においては､労働時間法制に関する知識不足等か
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ら､労使協議機関の設置等の立遅れが見受けられるところであり､これ らの

中小企業における労働時間等の実態等に十分配慮 した助言 ･指導を行 う必要

がある｡

このため､これ らの中小企業を中心とした関係事業主等からの労働時間等

の設定の改善等に関する相談に応 じ､助言 ･指導する援助体制の充実を図る

ことにより､企業における労働時間等の設定の改善等を効率的な推進に資す

ることを目的として､都道府県労働局にコンサルタン トを設置するものとす

る｡

2 委嘱の要件

コンサルタン トは､次のいずれの要件にも該当する者のうちから､都道府

県労働局長 (以下 ｢局長｣という｡)が委嘱するものとする｡

(1) 社会的信望があり､かつ､労働時間等の設定の改善及び企業経営に関

し専門的な知識を有する者であって､相当長期にわた りこれ らの知識を

要する職務に従事 した経験を有するものであること｡

(2) 労働基準監督機関が行 う労働時間対策に関し理解を有する者であるこ

と｡

(3) コンサルタン トとしての職務を利用 して､特定の個人の利益を図 り､

又はその信用を害するおそれがない者であること｡

(4) 公選による公職にある者又はその候補者でないこと｡

(5) 他の職業又は非常勤の国家公務員 としての職務に従事 している者にあ

っては､コンサルタン トの職務の遂行に支障を生ずるおそれのない者で

あること｡

3 委嘱等の手続

コンサルタン トを委嘱､再委嘱又は解職 しようとするときは､次の手続に

よるものとする｡

(1) 委嘱を行 う場合には､本人の就任承諾書 (別添 2様式 1)及び履歴書

(別添 2様式 2)各 1通を徴 し､人事異動通知書 (別添 2様式 3)によ

り発令を行 うこと｡

(2) 再委嘱の場合には､委嘱の場合に準 じて取 り扱 うものとするが､履歴

書は省略して差し支えないこと｡

(3) コンサルタン トを解職する場合には､解職辞令 (別添 2様式 4)によ

り発令を行 うこと｡

4 職務の内容
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コンサルタン トは､局長の指示を受けて､次の各号に掲げる事務を行 うも

のとする｡

(1) 労働時間制度の改善及び労働時間等の設定の改善をめぐる諸問題につ

いての相談及び指導に関すること｡

(2) 労働基準法の労働時間に係る規定についての相談及び指導に関するこ

と｡

(3) 労働基準法に基づく､労働時間に関する届出及び許可申請に係る書類

の作成についての相談及び指導に関すること｡

(4) その他労働基準監督機関が行 う労働時間制度の改善及び労働時間等の

設定の改善の業務-の協力に関すること｡

5 執務準則

コンサルタン トは､その職務を行 うに当たっては､別添 3 ｢労働時間等設

定改善コンサルタン ト執務準則｣により行うものとする｡

6 任期等

(1) コンサルタン トは､非常勤 とし､その任期は､原則として毎年 4月 1

日から当該年度末の日までの 1年 とする｡

ただし､在任途中であっても､｢労働時間設定改善コンサルタン ト規程｣

及び ｢労働時間等設定改善コンサルタン ト執務準則｣に定める遵守義務

に違反 した場合には､委嘱を解 くものとする｡

(2) 任期途中においてコンサルタン トの交替があった場合には､後任者の

任期は前任者の残留期間とする｡

(3) コンサルタン トとしての在任中､その職務の推進に積極的に貢献 し､

今後も労働基準監督機関が行 う業務に協力が得られる者については､再

委嘱を妨げないものとする｡

7 報酬

コンサルタン トに対しては､予算の範囲内で謝金及び旅費を支給するもの

とする｡

8 災害補償

コンサルタン トが公務上の災害を受けた場合には､国家公務員災害補償法

(昭和26年法律第 191号)に基づく所定の手続きをとること｡
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別添 3

労働時間設定改善コンサルタン ト執務準則

1 労働時間設定改善コンサルタン ト (以下 ｢コンサルタン ト｣とい う｡)は､

その職務を行 うに当たっては､労働時間設定改善コンサルタン ト規程 (平成

13年厚生労働省訓第49号)によるほか､この労働時間設定改善コンサル

タン ト執務準則によらなければならない｡

2 コンサルタン トは､関係法令及びその解釈その他労働基準監督機関が行 う

業務運営の方針等について理解を深めるとともに､常に労働基準監督機関の

職員とも十分な連絡を保ちつつ､適正な指導を行 うことはもとより､職務をー

適正に遂行するための研 さんに努めなければならない｡

3 コンサルタン トは､職務を行 うに際して､当該事案が次の各号の一に該当

する場合には､その都度､都道府県労働局長 (以下 ｢局長｣ とい う｡)が指

名する者に報告 し､その処理についての指示を受けなければならない｡

(1) 労働基準法の解釈について組織的に検討を必要 とする事案又は事案の

性格から組織的に継続 して処理を行 う必要があるもの等自らその指導に

当たることが適当でないと判断 したとき｡

(2) 事案の内容が労働基準法に抵触 し､これに伴 う措置を必要 とすると認

められるとき｡

(3) 労働基準監督機関に対する告訴又は告発であることが明らかなとき｡

(4) その他事案の内容から判断 して指示を受ける必要があると認め られる

とき｡

4 コンサルタン トは､職務を行った場合には､労働時間設定改善コンサルタ

ン ト日誌 (別紙様式)に所要の事項を記載 し､局長に報告するものとする｡

5 コンサルタン トは､職務を行 うに当たっては､次の事項を遵守 しなければ

ならない｡

(1) 公平な立場を堅持 し､一般社会の信望に応えられるように努めること｡

(2) その職務を行 うに当た り利益を得､又は特定の者に便益を与えてはな

らないこと｡

(3) 労使紛争などの具体的な問題に関与 してはならないこと｡
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